
別記様式第１号（第７の２関係） 

 

令和５年度補正 外食・中食産業持続的発展対策事業補助金 

（１ インクルーシブ対応や環境配慮の取組） 

交付申請書 

 

 

番      号 

令和６年７月１日 

年 月 日

 

  株式会社日本能率協会コンサルティング 代表取締役社長 殿 

 

                                        所 在 地  東京都〇〇区□町△△３丁目１番１号 

                                        団 体 名  有限会社〇△□ 

                                        代表者氏名 一二三 ××× 

 

下記のとおり事業を実施したいので、令和５年度補正 外食・中食産業持続的発展対策事業実施規程（第

７の２）の規定に基づき、4,710,000円の交付を申請する。 

 

記 

 

  １ 事業の目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２ 事業の内容及び計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社内で文書番号を 

管理されている場合は 

文書番号を記載ください。 

定めがない場合は記入不要 

です。 

印 

３ 経費の配分及び負担区分の国庫補助金（A）の合計額と

一致するように、補助申請額を記載してください。 

応募時の提出資料 別紙様式２ 

・事業計画名 

・1. 転換等の事業内容（概要） 

の内容を記載してください。 

応募資料のコピー＆ペーストで問題ありません。 

応募時の提出資料 別紙様式２ 

・２.事業内容（詳細） 

・３.実施体制 

・４.事業の成果目標 

の内容を記載してください。 

応募資料のコピー＆ペースト等で問題ありません。 



 

  ３ 経費の配分及び負担区分 

区    

分 

費  

目 
細  目 

補助事業に 

要する経費 

（Ａ＋Ｂ） 

負 担 区 分 

備  考 
国庫補助金 

（Ａ） 

その他 

（Ｂ） 

１ インク

ルーシ

ブ対応

や環境

配慮の

取組 

 

事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人件費 

 

 

委託費 

 

施設改修費 

機械・器具等の導入費 

技術導入費 

印刷製本費 

広告掲載料 

謝金 

旅費 

手数料 

通信運搬費 

賃借料および使用料 

消耗品費 

役務費 

 

人件費 

賃金 

 

委託費 

円 

0 

2,400,000 

0 

1,700,000 

900,000 

300,000 

0 

0 

0 

2,100,000 

400,000 

0 

 

0 

540,000 

 

1,080,000 

円 

0 

1,200,000 

0 

850,000 

450,000 

150,000 

0 

0 

0 

1,050,000 

200,000 

0 

 

0 

270,000 

 

540,000 

円 

0 

1,200,000 

0 

850,000 

450,000 

150,000 

0 

0 

0 

1,050,000 

200,000 

0 

 

0 

270,000 

 

540,000 

 

該当なし 

該当なし 

該当なし 

該当なし 

該当なし 

該当なし 

該当なし 

該当なし 

該当なし 

該当なし 

該当なし 

該当なし 

 

該当なし 

該当なし 

 

該当なし 

合  計   9,420,000 4,710,000 4,710,000 該当なし 

 

（注）１ 「事業の内容及び計画」には、採択された事業実施計画書の内容を適宜抜粋して記載するこ

と。 

２ 「経費の配分及び負担区分」の備考欄には、消費税仕入控除税額を減額した場合は「減額し

た金額○○○円」を、同税額がない場合は「該当なし」を、同税額が明らかでない場合には

「含税額」をそれぞれ記入すること。 

 

 ４ 事業の完了予定年月日    令和７年２月１０日 

 

 

応募時の提出資料 別紙様式 4 

の細目ごとに費用（別紙様式４の J・K・L列）

を記載してください。 

※細目の名称は変更しないでください。 

消費税を除いた金額を元に申請 

いただくため、備考には「該当なし」

のままとしてください。 

応募時の事業計画を確認し、 

事業完了日（JMACへの報告期限）を記載してください。 

※取り組み完了の日から起算して１ヶ月を経過した日、 

又は令和７年２月 1３日のいずれか早い日までに報告書等を 

提出いただく必要があります。 

※提出不備等による再提出を求める場合もありますので、 

取り組み完了後可能な限り速やかに報告書等を提出ください。 


